
令和４年度 第６回安城市教育委員会定例会会議録 

 

日  時   令和４年８月１８日（木）午後１時３０分 

場  所   安城市教育センター ２階会議室 

出席した委員 石川良一  教育長 

加藤滋伸  教育長職務代理者 

久恒美香  委 員 

深津敦司  委 員 

中村沙織  委 員 

出席した職員 宮川 守  教育振興部長 

加藤浩明  生涯学習部長 

澤田敦至  総務課長 

稲留雄一  学校教育課長 

原田敬章  生涯学習課長 

津口嘉己  スポーツ課長 

邨澤英夫  文化振興課長 

籠瀬博敬  アンフォーレ課長 

鳥居享司  総務課庶務係長 

 

傍 聴 者   なし 

開  会   午後１時３０分 

 

日  程 

第 １ 前回会議録の承認 

次回の定例会に持ち越し 

 

第 ２ 教育長等の報告 

＜教育長＞ 

７月２９日 幹部会議 

市長表敬（将棋全国大会出場 三河安城小児童） 

８月 １日 定例記者会見 

２日 安城創生会役員会 



三河教育研究会 総合的な学習部会 夏季研修会 

４日 第６回定例校長会 

５日 校長教頭合同研修会 

三河教育研究会 国語部会 夏季研修会 

市長表敬（陸上全国大会出場 南中・東山中・西中） 

８日 第１回安城市図書館協議会 

９日 あんじょう未来ミーティング～Ｗｉｔｈ 中学生～ 

いのちの教育推進研修 

１６日 西三河教育長会議 

１８日 教育委員会定例会 

教育センター講演会 

以上に出席しました。 

 

 第 ３ 承認事項 

承認第１号 安城市教育委員会の後援等に関する取扱要綱の改正につい

て 

 説明：総務課長 

内容：主催者が新型コロナウイルス等衛生対策を実施している事業を

後援対象とすることや、後援等の承認取り消しによる対応を明文

化する必要があるため、要綱の一部を改正する。 

加藤職務代理者：承認１号、２号ともに関わることですが、損害の対応

の項目を設けたということは、実際に主催者から損害を受けたという

訴えがあったということでしょうか。 

総務課長：今のところ、実際に損害を受けたという話はありませんが、

安城市行政課法規係と相談しまして、責任の所在を明確にしておくべ

きだということになりましたので、こういった文言を追加しておりま

す。 

深津委員：後援事業は年間何件くらいありますか。 

総務課長：１５０件程度です。  

深津委員：費用の後援もしていただけるわけですか。市の方から後援事

業の実施をお願いすることもあるのですか。 

総務課長：後援事業は、市からお願いするものではなくて、安城市教育



委員会が行事等について後援しているというものになります。教育委

員会側に費用が発生しているわけではありません。 

深津委員：分かりました。 

（全員異議なし承認） 

承認第２号 安城市教育委員会賞及び安城市教育委員会教育長賞の交付

に関する取扱要綱の改正について 

 説明：総務課長 

内容：主催者が新型コロナウイルス等衛生対策を実施している事業を

交付対象とすることや、交付の承認取り消しによる対応を明文化

すること等により必要があるため、要綱の一部を改正する。 

加藤職務代理者：安城市教育長賞から安城市教育委員会教育長賞に変更

するのは、安城市教育委員会教育長の方が名称として適切だろうとい

うことでしょうか。 

総務課長：安城市教育委員会の教育長としての賞となることから、この

ように修正をしております。 

（全員異議なし承認） 

承認第３号 寄附受納について 

 説明：学校教育課長 

内容：教育委員会事務委任規則に基づき、寄附受納について承認を求

める。 

加藤職務代理者：参考までに、この方が安城市にご寄附をいただいた理

由はあるのでしょうか。  

学校教育課長：作者が刈谷市の方で、刈谷市にもご自分の作品を寄附さ

れたのですが、隣の安城市もいかがですかということでご寄附をいた

だいたという経緯になります。 

（全員異議なし承認） 

承認第４号 安城市スポーツ推進審議会委員の解嘱及び委嘱について 

 説明：スポーツ課長 

内容：安城市スポーツ推進審議会委員であった愛知県中小学校体育連

盟安城支所長が逝去されたため、同支所長職務代理者を安城市ス

ポーツ推進審議会委員として委嘱する。 

（全員異議なし承認） 



承認第５号 安城市スポーツ表彰選考要綱の一部改正について 

 説明：スポーツ課長 

内容：用語及び表彰基準の見直し並びに関連団体の名称変更のため、

要綱を一部改正する。 

加藤職務代理者：「体育」を「スポーツ」に全部変えるというわけでは

なく、現在一般的に使われている「社会体育」という用語はそのまま

になっています。「社会体育」が今後「社会スポーツ」に変わってい

く可能性はあるのでしょうか。 

スポーツ課長：この「社会体育」という用語は、「体育」が「スポーツ

」に変更された中でも継続して使用されているため残しております。

これからの情勢等を見ながら、必要があれば改正していきたいと思い

ます。 

（全員異議なし承認） 

 

第 ４ 報告事項 

報告第１号 あんじょう未来ミーティング～Ｗｉｔｈ 中学生～（中学

生議会）の報告について 

報告第２号 令和４年度安城市中学校選手権大会の結果について 

報告第３号 第２次安城市スポーツ振興計画改訂版（案）に係るパブ  

リックコメントの実施結果について 

報告第４号 第５７回全日本大学女子ソフトボール選手権大会の開催に

ついて 

報告第５号 なし 

報告第６号 市民ギャラリー収蔵品展「遥かなブルー」の開催について 

報告第７号 市民ギャラリー企画展「あつまれ！いきものたち」の開催

について 

報告第８号 令和４年度第１回安城市図書館協議会の結果について 

報告第９号 茂木健一郎講演会「学びと生きがい～コロナとＡＩ時代に

見直される図書館のパワー～」の開催について 

 

学校教育課長：報告第２号について、補足説明 

スポーツ課長：報告第３号について、補足説明 



文化振興課長：報告第６号について、補足説明 

文化振興課長：報告第７号について、補足説明 

アンフォーレ課長：報告第９号について、補足説明 

 

第 ５ その他 

総務課長：次回は９月１５日（木）午後１時３０分から教育センターで

開催。 

 

閉  会   午後２時３分 


